
保
健
だ
よ
り

　

ハ
チ
は
植
物
の
受
粉
を
手
助
け
し
、

農
作
物
の
害
虫
を
食
べ
る
な
ど
、
人
に

役
に
立
つ
益

え
き
ち
ゅ
う虫
で
す
。
し
か
し
、
ス
ズ

　

知
恵
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ
ー
で
は
、

「
特
技
を
披
露
し
て
み
た
い
」、「
長

年
の
趣
味
活
動
を
誰
か
に
伝
え
て
み

た
い
」
と
思
っ
て
い
る
シ
ニ
ア
世
代

の
団
体
の
登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
域
の
敬
老
会
や
イ
ベ

ン
ト
、
施
設
で
の
行
事
や
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
で
、
手
品
や
和

太
鼓
等
の
活
動
を
披
露
し
て
欲
し

い
、
教
え
て
欲
し
い
と
い
う
地
域
の

団
体
や
施
設
の
皆
様
か
ら
の
依
頼
を

メ
バ
チ
は
、
巣
の
近
く
を
歩
く
だ
け
で

も
攻
撃
し
て
く
る
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。
左
表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
＝
衛
生
課
（
☎
441
・
２
８
７
６
）

※
４
月
３
日
以
降
は
（
☎
746
・
７
２

１
１
）

受
け
、
登
録
団
体

を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　

現
在
、
知
恵
シ

ル
バ
ー
セ
ン
タ

ー
に
は
手
品
や

紙
芝
居
、
コ
ー
ラ
ス
（
歌
謡
曲
・
童

謡
等
）
や
大
正
琴
、
書
道
、
フ
ラ
ダ

ン
ス
や
盆
踊
り
、
和
太
鼓
等
の
活
動

を
行
っ
て
い
る
130
以
上
の
団
体
登
録

が
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
は
多
種
多
様
で

す
。
こ
う
し
た
知
恵
と
文
化
の
力
を

ぜ
ひ
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

問
＝
上
京
区
社
会
福
祉
協
議
会(

☎

432
・
９
５
３
５)

ハ
チ
の
巣
を
見
つ
け
た
ら

「
知
恵
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ
ー
」

の
団
体
登
録
、
活
動
依
頼

北
部
土
木
事
務
所
で
す

北
部
土
木
事
務
所
で
す

倒
木
や
枝
の
落
下
に
ご
注
意
を
！

こ
ん
に
ち
は

　

倒
木
や
枝
の
落
下
は
道
路
の
安
全
な

通
行
上
大
き
な
支
障
と
な
り
ま
す
。
倒

木
等
は
山
間
部
だ
け
で
な
く
市
街
地
で

も
起
こ
り
ま
す
。
道
路
沿
い
に
樹
木
を

所
有
・
管
理
さ
れ
て
い
る
方
は
、
強
風

で
倒
れ
そ
う
な
木
や
落
ち
そ
う
な
枝
が

な
い
か
等
の
自
主
点
検
を
行
っ
て
い
た

だ
き
、
安
全
に

道
路
を
通
行
で

き
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
道
路
を

通
行
中
に
、
倒

木
や
枝
落
下
の
お
そ
れ
等
の
危
険
な
状

況
を
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
北
部
土
木

事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
＝
北
部
土
木
事
務
所
（
☎
492
・
３
１

１
１
）

種類 転入元又は
転出先

転入 転出 上京区の窓口
（※５月以降に一部窓口が変更

される予定です。）必要なもの 提出期限 必要なもの 提出期限

転入届
・
転出届

市外 転出証明書、届出人確認書類（★）、本人・
世帯主以外の場合は委任状 転入日から

14日以内

届出人確認書類（★）、本人・世帯主以外
の場合は委任状

転出日ま
でに

市民窓口課（窓口担当）
（☎441-5057、１階③番窓口）
※日曜臨時開所でも手続がで
きます（１面参照）。

市内他区 届出人確認書類（★）、本人・世帯主以外の
場合は委任状

手続不要（新住所地の窓口に届出）

印鑑登録
市外 登録する印鑑、届出人確認書類（★）（※１）、

本人以外の場合は委任状 －

市内他区 手続不要

国民健康保険
市外 印鑑、保険証（※２）、本人確認書類（運転

免許証、パスポートなど）

転入日から
14日以内

保険証（※２） 転出届の
提出以降 保険年金課（資格担当）

（☎441-5130、１階⑤番窓口）
市内他区 手続不要（新住所地の窓口に届出）

介護保険
（65歳以上の方、
被保険者証を
お持ちの方）

市外 印鑑、本人確認書類、要介護認定を受けて
いる場合は受給資格証明書

印鑑、介護保険被保険者証、各種減額証（お
持ちの方）

転出届の
提出以降 福祉介護課（介護保険担当）

（☎441-5106、２階㉗番窓口）
市内他区 印鑑、介護保険被保険者証、各種減額証（お

持ちの方） 手続不要（新住所地の窓口に届出）

国民年金
（受給者）

市外・
市内他区

「住所変更届」を、年金事務所へ送付（保
険年金課でご用意しています。）

手続不要（新住所地の窓口で用意している「住所変更
届」を、新住所地の年金事務所へ送付） 保険年金課

（保険給付・年金担当）
（☎441-5138、１階⑦番窓口）国民年金

（加入者）
市外 年金手帳 手続不要（新住所地の窓口で届出）
市内他区 手続不要

後期高齢者医療
（75歳以上の方、
被保険者証を
お持ちの方）

市外 印鑑・負担区分証明書・本人確認書類（運
転免許証、パスポートなど） 転入日から

14日以内
後期高齢者医療被保険者証 転出届の

提出以降
保険年金課（資格担当）
（☎441-5130、１階⑤番窓口）

市内他区 印鑑・後期高齢者医療被保険者証 手続不要（新住所地の窓口で届出）

原動機付自転車
など

市外
印鑑、本人確認書類（★）、廃車証明書（再
登録用）又は旧ナンバープレート、転出勧
奨はがき（お持ちの方）

－
印鑑、ナンバープレート、本人確認書類
（★）、本人以外の方が廃車届受理証明書を
請求する場合は委任状及び届出人確認書類

速やかに 上京税務センター
（☎441-5068、２階㉓番窓口）

市内他区 手続不要

<その他の手続>
○乳幼児健診、母子健康手帳、精神障害者等
　⇒ 健康づくり推進課（母子・精神保健担当）（☎ 441-2873）へ
○指定難病、特定疾患医療費助成
　⇒ 健康づくり推進課（成人保健・医療担当）（☎ 441-2872）へ
○児童扶養手当 ⇒ 支援保護課（支援第一担当）（☎ 441-5119）へ
○特別障害者手当、特別児童扶養手当 ⇒ 支援保護課（支援第二担当）（☎ 441-5121）へ
○福祉医療（老人、重度心身障害者、ひとり親家庭等、子ども）、児童手当、敬老乗車証
　⇒ 福祉介護課（福祉担当）（☎ 441-5103）へ

＜大型ごみ＞申込みから収集まで１週間程度かかりますので、申込みはお早めに。
料金＝有料。次に掲げるものは大型ごみとして収集できません。テレビ（ブラ
ウン管、液晶、プラズマ）、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
は家電リサイクル法の対象であるため、販売店に引取りを依頼するか、郵便局
で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んでください。
受付時間＝毎日８時 30分～ 16時 30分（年末年始を除く。）
申込み＝大型ごみ受付センター（フリーダイヤル 0120-100-530（通話料無
料）、携帯電話からは☎ 0570-000-247（通話料有料））。申込み以外の問合せ
は生活環境美化センター（☎ 691-9376）まで

★届出人確認書類・本人確認書類
　…届出人・本人の運転免許証、パスポート、健康保険証、
　　マイナンバーカードなど

※ 1　本人が運転免許証等の官公署発行の本人確認書類（写真付）を持参した場合は即日登録可
※ 2　すでに世帯の中で保険証が発行されている場合
注）　手続の種類により、マイナンバーが必要となるものがありますので、窓口でご確認ください。

上京区に上京区に転入転入された方 上京区からされた方 上京区から転出転出される方される方 は、各種手続をお忘れなく！ は、各種手続をお忘れなく！

第
９
回

堀
川
桜
ま
つ
り

　

堀
川
沿
い
の
桜
の
散
策
と
と
も

に
、
舞
台
で
の
催
し
や
模
擬
店
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

４
月
２
日
（
日
）
10
時
〜

15
時
30
分

場
所　

堀
川
河
床
（
一
条
戻
橋
、

二
条
橋
）
※
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ

モ
ニ
ー
は
二
条
橋
。４
月
１
日（
土
）

17
時
〜
21
時
に
二
条
橋
河
床
に
て

前
夜
祭
も
開
催

日
時　

４
月
12
日
（
水
）
①
11
時

〜
12
時
、
②
14
時
〜
15
時
、
③
18

時
〜
20
時

場
所　

京
都
ア
ス
ニ
ー
２
階
第
１

研
修
室
（
中
・
丸
太
町
通
七
本
松

西
入
）

定
員　

各
回
10
名
（
申
込
み
制
、

先
着
順
）

申
込
み　

電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

４
月
10
日
（
月
）
ま
で
受
付

問
＝
京
都
ア
ス
ニ
ー
（
☎
812
・
７

２
２
２
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
803
・
３
０
１
７
）

 

家
庭
ご
み
の
出
し
方 

　

上
京
エ
コ
ま
ち
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
は
市
外
か
ら
上
京
区
に
転
入
す

る
方
に
、
お
試
し
用
の
市
指
定
ご

み
袋
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
ご
み
の
減
量
、
分
別
、
リ
サ

イ
ク
ル
の
相
談
や
お
住
ま
い
の
地

域
の
ご
み
収
集
日
な
ど
、
家
庭
か

ら
出
る
資
源
物
と
ご
み
の
正
し
い

分
け
方
・
出

し
方
を
説
明

し
ま
す
。
お

気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

問
＝
上
京
エ
コ
ま
ち
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（
☎
366
・
０
７
７
６
、
１
階
⑨

番
窓
口
）

エ
コ
ま
ち

エ
コ
ま
ち

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

だ
よ
り

だ
よ
り

箏そ
う

曲
の
無
料
体
験
講
座

倒木の様子

ス
ズ
メ
バ
チ

ア
シ
ナ
ガ
バ
チ

ミ
ツ
バ
チ

巣の特徴
茶色いうろこ模様で
球状。巣穴が一つ。

初期
（４～５月）

完成形

巣の特徴
灰色のシャワー
の噴出し口のよ
うな形。巣穴は
たくさん見える。

※巣ではなく、
ミツバチが群が
っている（分封）

対応方法
巣に近づかず、すぐに衛生
課へ連絡してください。
衛生課から専門業者に除
去を依頼します。
無料ですが、除去の際には
土地や建物の所有者（管理
者）の立会いが必要です。

対応方法
皆様で巣の除去をお願いします。
人が近づかない所なら除去の必
要はありません。
①ハチの動きが鈍くなる夜間に
行う。（懐中電灯は使わない。）
②巣にスプレー式殺虫剤を10
秒以上噴射する。
③翌朝以降にハチがいなくなっ
たことを確認し、棒などで巣を
落とす。（死んだハチは素手で
触らない。）

対応方法
巣を見かけることは少なく、壁
や樹の幹に群がっている状態を
見かけることがあります。
これは分封と言い、巣分かれです。
２～３日で飛び立ちますので、
そっと見守ってください。
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